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長浜市病院事業 

事後審査型一般競争入札の公告  

  

 長浜市立湖北病院空調熱源設備増設工事の建設工事請負契約について、次のとおり一般競争

入札 を行うので、長浜市病院事業契約規程（平成 22年長浜市病院事業管理規程第 24号）第２

条において準用する長浜市規約（平成 18年規則第 37号。以下「契約規則」という。）に基づき

公告する。  

  令和７年１月９日   

長浜市病院事業管理者 髙折 恭一   

１ 一般競争入札に付する工事の概要 

（１）工事番号  令和６年度 長湖病管第５１９号 

（２）工事名称  長浜市立湖北病院空調熱源設備増設工事 

（３）工事場所  長浜市木之本町黒田１２２１番地 

（４）工事概要  本館空調熱源設備の増設 

（５）工  期  契約締結日の翌日から令和７年７月３１日まで 

（６）予定価格  落札決定した後に公表する。なお、入札が不調の場合は非公表とする。 

２ 入札方式等 

事後審査型一般競争入札（郵便入札）とする。 

３ 入札参加資格要件 

  長浜市の令和６年度長浜市建設工事競争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」と

いう）に登録されている者で、次に掲げる全ての要件を満たす者が、この入札に参加するこ

とができる。 

（１）本店を長浜市内に有する者で有資格者名簿の給排水冷暖房工事を第一希望または第二希

望として登録され、長浜市建設工事等競争入札参加者の格付及び選定基準に関する要綱第

２条に基づく給排水冷暖房工事の令和６年度の格付が「Ａ号」であるもの。 

（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による管工事業の許可を有する者

であること。 

（３）配置技術者要件として建設業法及び設計図書等に定める技術者を適正に配置できること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（５）長浜市から入札参加停止措置期間中ではないこと。 

（６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。 

（７）建設業法第２８条第３項の規定による営業停止処分の措置期間中でないこと。 

（８）次の①から⑤の要件に該当する者でないこと。 

  ① 役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である
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場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切

の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）であると認められる者 

  ② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められる者 

  ③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

  ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

  ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者 

４  提出書類 

（１）入札参加希望者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び誓約書を提

出すること。 

なお、受付期間中に申請書並びに誓約書を提出しない者はこの入札に参加することがで

きない。。 

（２）申請書及び誓約書の提出は、別に定める様式を長浜市立湖北病院管理課管理係に提出す

ること。 

（３）入札説明書等の配布方法 

  ア 配布場所 長浜市立湖北病院 ホームページ内で配布する。 

    http://www.ikbk.jp 

  イ 配布方法 長浜市立湖北病院 ホームページからダウンロードすること。 

（４）申請書及び資料の提出 

  ア 受付期間 令和７年１月９日（木）から令和７年１月３０日（木）の午後５時まで 

  イ 郵送方法 一般書留又は簡易書留（提出期限必着） 

  ウ 郵送先 〒５２９－０４９３ 長浜市木之本町黒田１２２１番地 

                  長浜市立湖北病院 管理課管理係 

（５）申請書及び資料の様式等 

   ① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

   ② 誓約書 

  ※ 一般競争入札参加資格確認申請書及び誓約書の提出は初度の入札書並びに見積内訳書

の提出と同時でもよい。 

５ 設計図書等の閲覧及び配布方法等 

（１）設計図書等の閲覧 

  長浜市立湖北病院ホームページ内で令和７年１月９日（木）から 
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（２）設計図書等の配布方法 

  設計図書等は、長浜市立湖北病院ホームページから取得すること。 

  配布された設計図書等については、当該工事の見積の用に供するのみとし、取扱いに注意

し、他の目的に使用してはならない。 

６ 設計図書等に対する質問受付 

  次の手順により行うこと、 

  質問受付期限 令和７年１月２１日（火） 正午 

  ①設計図書等に関する質問書（表紙）を、下記へＦＡＸ送信する。 

   長浜市立湖北病院管理課 ＦＡＸ：０７４９－８２－４８７７（直通） 

  ②ＦＡＸを送信した旨、下記へ連絡する。 

   長浜市立湖北病院管理課管理係 電話：０７４９－８２－６１４３（直通） 

  ※ 上記以外の方法による質問は受け付けない。 

  ③質問に対する回答は、長浜市立湖北病院ホームページに掲載する。 

   質問回答期限 令和７年１月２４日（金） 

７ 現地説明 

  現地説明は行わない。 

８ 入札書到着期限 

  初度 ：令和７年１月３０日（木）午後５時００分（必着） 

  再度 ：令和７年２月 ４日（火）午後５時００分（必着） 

  再々度：令和７年２月１３日（木）午後５時００分（必着） 

９ 入札書郵送方法 

（１）郵送方法 一般書留又は簡易書留（持参による提出も可） 

（２）郵送先  〒５２９－０４９３ 長浜市木之本町黒田１２２１番地 

                  長浜市立湖北病院管理課管理係 

（３）その他 

  ① 入札書は指定のものを使用すること。 

  ② 日付（入札書の開札日） 

  ③ 入札使用印は、一般競争入札参加資格確認申請書の使用印鑑押印欄の印とする。 

  ④ 内封筒は入札書封入後に確実にのり付けし、二重封筒にして郵送すること。 

  ③ 再度入札の場合、入札書到着期限までに入札書が到着しないものは、辞退したものと

みなす。 

１０見積内訳書 

（１）見積内訳書は指定様式とし、次の事項を記載すること。 

  ア 日付（入札書の開札日） 

  イ 入札者の所在地又は住所、商号又は名称及び代表者職氏名 

  ウ 見積金額及び内訳 
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  エ 見積内訳書使用印は、一般競争入札参加資格確認申請書の使用印鑑押印欄の印とする。 

（２）見積内訳書は再度、再々度の入札時に提出は不要とする。 

１１入札参加取消 

  入札書等の提出後に技術者の配置ができなくなった等の理由により参加を取り消す場合は、

開札の３０分前までに辞退届の書面を長浜市立湖北病院管理課管理係へ直接持参すること。 

１２ 開札（入札執行）の日時及び場所 

（１）開札日時 初度 ：令和７年１月３１日（金） 午前１０時３０分執行 

        再度 ：令和７年２月 ６日（木） 午前１０時３０分執行 

        再々度：令和７年２月１４日（金） 午前１０時３０分執行 

（２）開札場所 長浜市立湖北病院管理課事務室 

１３ 入札方法等 

（１）郵便による入札とする。 

（２）契約書案、仕様書、長浜市病院事業契約規程（平成 22 年長浜市病院事業管理規程第 24

号）第２条において準用する長浜市契約規則（平成 18 年長浜市規則第 37 号）、長浜市建

設工事等入札執行要綱（平成 18年長浜市告示第 10号）及び入札心得等を熟知のうえ、入

札すること。 

（３）入札価格が予定価格に達しない場合、最大３回まで入札を執行することがある。 

（４）再度及び再々度入札の場合、初度及び再度入札参加者に各入札の最低入札額をＦＡＸで

通知する。 

（５）再度及び再々度入札の場合、最低入札額以上の価格で入札をした者は失格とする。 

（６）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

（７）入札の結果、同じ価格をもって入札した者があるときは、入札書に記載された任意の数

字を用いたくじにより落札者を決定する。 

（８）最低制限価格を設けるので、最低制限価格未満の入札は失格とする。 

１４入札結果の公表 

  落札決定後、速やかに長浜市立湖北病院において掲示する。落札決定した翌日までに入札

参加者にＦＡＸで送信する。 

１５ 入札の無効 

（１）次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

  ア 入札に参加する資格がない者がした入札 

  イ 一般書留又は簡易書留以外の方法で提出された入札 

  ウ 入札書又は見積内訳書が同封されていない入札 



5 

 

   ※ただし見積内訳書は再度、再々度の入札時に提出は不要 

  エ １枚の封筒の中に、同一の工事について複数の入札書等を同封した入札 

  オ 封筒に記載された事項と同封された入札書又は見積内訳書に記載された事項が異なる

入札 

  カ 入札書の金額、入札者の商号又は名称及び代表者職氏名、押印その他入札要件の記載

が確認できない入札 

  キ 見積内訳書に入札者の商号又は名称及び代表者職氏名その他入札要件の記載が確認で

きない入札（押印も必要） 

  ク 入札書又は見積内訳書に日付が記載されていない、又は入札（開札）日でない日付が

記載された入札書又は見積内訳書 

  ケ 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

  コ 入札書記載の金額以外を加除訂正した場合における当該箇所に訂正印がない入札 

  サ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

  シ 入札公告で必要とした書類が添付されていない入札 

  ス その他入札に関する条件に違反した入札 

（２）無効の入札をした者が落札者である場合は、落札決定を取り消す。 

１６ 支払条件 

（１）前金払 

保証事業会社の保証があったときは、請負代金額の１０分の４以内の前払金を請求するこ

とができる。 

（２）中間前払金 

保証事業会社の保証があったときは、請負代金額の１０分の２以内の中間前払金を請求す

ることができる。 

（３）部分払 

病院の一会計年度につき３回に限り出来高の１０分の９以内で部分払を請求することがで

きる。ただし、最初の部分払は請負代金相当額が請負代金額の１０分の４以上の出来高がな

ければならない。 

なお、中間前金払との併用は行わない。 

（４）支払年度区分額 

令和６年度の支払年度区分額は０円とし、支払は令和７年度に行うものとする。 

１７ 保証金及び違約金に関する事項 

（１）入札保証金 

  免除する。 

（２）契約保証金 

  金銭的保証を付すること。 

  落札価格の１０分の１以上を納付すること。ただし、落札価格の１０分の１以上に相当す
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る保証事業会社又は金融機関の保証をもって納付に代えることができる。また、落札価格

の１０分の１以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

契約の締結又は債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付したときは、

契約保証金の納付を免除する。 

（３）違約金 

  落札者が契約を締結しないときは、入札金額（入札書記載金額の１００分の１１０）の１

００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

１８ その他 

（１）この入札に係る入札者は、本入札の入札参加資格を認められた者（本店から支店等に委

任している場合は、当該支店等の受任者）とし、その入札使用印は、一般競争入札参加資

格確認申請書に押印した同一の印とする。 

（２）この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法

律第 54号）その他の法令の定めに抵触する行為を行ってはならない。 

（３）提出書類等に虚偽の記載をしたときは、長浜市入札参加停止基準要綱に基づく入札参加

停止措置をとる。 

（４）公告日から契約の締結までの間に、３(入札参加資格要件)に掲げるいずれかの要件を満

たさなくなった者とは契約を締結しない。 

（５）落札者は落札決定の通知を受けたときは、１７（２）に記載した履行保証措置を講じた

うえ、７日以内に契約書を長浜市立湖北病院管理課管理係に提出すること。 

（６）令和６年度 長湖病管第５１９号 長浜市立湖北病院空調熱源設備増設工事に係る入札

の落札者がいないとき、又は本契約が成立しないときは、本入札を中止する、又は本工事

に係る契約を締結しないことがある。 

（７）問い合わせ先 

   長浜市立湖北病院 管理課管理係 

   〒５２９－０４９３ 長浜市木之本町黒田１２２１番地 

   電話：０７４９－８２－６１４３（直通） ＦＡＸ：８２－４８７７（直通） 

   電子メールアドレス：  nyusatu@ikbk.jp 

   （閉院日は日祝日および水曜日です。） 

 

 

 


